
　

国
民
年
金
の
お
支
払
い
を
、お
得
な
口
座

振
替
に
な
さ
い
ま
せ
ん
か
？

　

通
常
の
口
座
振
替（
翌
月
末
に
引
落
と
し
）

よ
り
も
お
得
な
当
月
早
割（
当
月
末
に
引
き

落
と
し
）や
、半
年
前
納
割
、１
年
前
納
割
な

ど
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

●
所
得
の
申
告
に
使
う
社
会
保
険
料
控
除

証
明
書
を
紛
失
さ
れ
た
方
は
、コ
ザ
社
会

保
険
事
務
所
へ
再
発
行
を
依
頼
し
て
く

だ
さ
い
。

　

コ
ザ
社
会
保
険
事
務
所

　

☎
９
３
３
ー
３
４
３
７
・
３
４
３
８

となり、たいへんお得です。
（この価格は、平成１８年度の価格です）
※１年前納を希望される場合は、２月末日までにお申し込みください。

次の方は所得の申告を忘れ
ずに行ってください！

平
成 

19
年
度
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申

請
を
希
望
す
る
方
・
ま
た
、前
年
度
よ
り
免

除
の
継
続
申
請
を
希
望
し
て
い
る
方

↓
所
得
の
申
告
が
お
済
み
で
な
い
と
、免
除

の
要
件
に
あ
う
か
ど
う
か
の
審
査
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
、必
ず
３
月
15
日
ま
で
に
所
得

の
申
告
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。（
市
・

県
民
税
の
申
告
は
所
得
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
必
要
で
す
）

◎
20
歳
前
か
ら
の
障
害
に
よ
り
障
害
基
礎
年

金
を
受
給
し
て
い
る
方

↓
所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方
は
、支
給

停
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
申
告
書
が
送
付
さ
れ
て
こ
な
い
場
合
で

も
、右
記
の
方
は
必
ず
市
民
税
課
に
申

し
出
て
、３
月
15
日
ま
で
に
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

年金だより

お問い合わせ
年金課本庁：☎973－5498
石 川 庁 舎：☎965－5617
勝 連 庁 舎：☎978－7237
与那城庁舎：☎978－2123

当月末振替の『早割制度』で

６カ月前納すると

１年分を前納すると 割引3,490円
割引
割引

940 円

50円
口座振替で…

☆２月も引き続き窓口業務を延長
しています。（毎週水曜日を除
く平日夜７時まで・本庁舎のみ）
　　お仕事などでお忙しい方、免
除申請希望の方など、どうぞご
利用ください。

国
民
年
金
の
納
付
は
、

便
利
で
お
得
な
口
座
振
替
で
！

日頃より、国民
年金の納付にご
協力いただきあ
りがとうござい
ます。
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